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•生ごみの減量により、ごみ出しの回数を減らす
ことができます。

•処理した生ごみは、有機肥料へと生まれ変わります。
家庭菜園に使え、おいしい野菜も作れます。

•シンクを清潔に保てて、ニオイも軽減できます。

 

 

○ 地面に穴を掘り、設置して使用する。生ご

みが溜まったら、容器を外し、土を被せて

おくと、数ヶ月で堆肥ができる。 

○ 電気代などの維持費がほとんどかからな

い。 

○ 容量が大きい。 

 

 

 

○ 容器にボカシを入れ、菌の働きにより生ごみ

を分解する。 

○ 密閉式のため、虫が発生しにくく、室内で使

用することも多い。 

○ 発酵液も優良な堆肥になる。 

 

 

 

 

 

○ 乾燥型、菌サポート型と多種多様である

が、使用方法は極めて簡単。 

○ 比較的コンパクト。 

○ 堆肥化スピードが極めて早い。 

○ 種類によっては臭いが極めて少ない。 

 

 

 

 

【手動式処理容器】 

電気式に比べ値段は安価だが、管理が必要。 

【ミミズ式処理容器】 

ＥＭ菌に比べ堆肥化スピードは速いが、虫が

発生する。価格も少し高価。 

【段ボールコンポスト※】  

費用は安価。管理が必要。 

※草津市立クリーンセンター内で基材セット

（500 円）を販売しています（補助対象外）。 

 

使用者へのアンケートの結果、生ごみの量が

半分以下になったという声が多数あり！ 

ニオイや虫が気にならなくなります！ 



草津市生ごみ処理容器購入費補助金の申請について 

◆申請できる方                                            
下記の(1)～(4)のすべてに該当する方（申請者は世帯主に限る） 

(1) 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記載されている方 

(2) 処理容器を利用することができる場所をもち、常に良好な維持管理のできる方 

(3) 市税の滞納がない方 

(4) 過去５年以内にこの補助金の交付を受けていない方 

 

◆補助対象および補助額                                       

  ＜補助の対象となる生ごみ処理容器＞ 

・電気等により機械的に生ごみの乾燥、炭化、発酵等を促進する機能を有するもの 

・微生物等の活動を利用、ＥＭ菌等の使用によるもの 

・正規販売店等で購入した新品の生ごみ処理容器（中古品は不可） 

  ＜補助額＞ 

    購入額（税込）の２分の１（ただし、上限３０，０００円） ※送料やポイント・クーポン利用分は補助対象外。 

 

◆申請の手順                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申請受付期間                                            
令和８年４月１日～令和９年３月５日 

 

 

 

 

 

申請にあたっての注意点 

☆事前の申請無く、購入後に申請された物は補助対象外となりますのでご注意ください。 

☆予算がなくなり次第終了となります。 

 ＜お問い合わせ先・申請先＞ 

草津市 資源循環推進課  

〒525-0043  滋賀県草津市馬場町１２００－２５（クリーンセンター内） 

TEL：077-562-6361（直通） FAX：077-566-1694 E-mail:shigen@city.kusatsu.lg.jp 

 

＜生ごみ処理容器購入費補助金 市ホームページ＞ 

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/gomirecycle/hojoseido/yokikonyuhojo.html 

トップページ＞くらし・手続き＞ごみ・リサイクル＞補助制度＞生ごみ処理容器購入費補助金 

 

＜申込書類＞ 

①生ごみ処理容器購入費補助金 申込用紙 

②住民票または住民票記載事項証明書の原本 

    ※世帯主欄に「世帯主」が記載され、かつ、購入者の氏名が記載されているもので、補助金の交付の申請日

前 3か月以内に発行されたもの。 

③市税の納税状況の確認承諾書 

＜申込方法＞ 

郵送または開庁時間内に資源循環推進課（クリーンセンター内）か環境政策課（市役所 1 階 15 番窓口）に

直接持参。 

※直接提出される方は印鑑をご持参ください。 

※申込用紙は、草津市ホームページよりダウンロードまたは資源循環推進課、環境政策課窓口（市役所 1階

15 番窓口）でお渡しできます。 

開庁時間：資源循環推進課 平日 8時 30 分から 17 時 15 分まで 

       環境政策課    平日 9時 00 分から 16 時 45 分まで 

市から「補助対象者確認通知書」と申請書類を郵送します。お手元に書類が到着しましたら、交付対象となる生

ごみ処理容器を購入してください。※領収書は申請時に必要となりますので、必ず保管してください。 

 市がお送りした申請書類に、保証書の写し、領収書（原本）を添えて、郵送または開庁時間内に資源循環推進

課または環境政策課窓口（市役所 1階 15 番窓口）に直接持参してください。 

審査後、市から口座に補助金をお振り込みします。  

 

 
2.購入 

 
1.申込 

3.申請 


